
Ⅱ 介護福祉士の養成の在り方  
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資格取得方法の見直しに係る基本的考え方  

蔓技術の進歩等に対応するナめに 生涯にわ六って自己研会し 知哉技日を   

修得する」といぅ挙が前提 

10   



福祉系高校ルー・トの取扱い  

一定水準以上の教育内容が担保される  

ことを前提とすれば、ボランティア等を通じ  
て小さいときから福祉に対して素養を持っ  

て育ってきた者等が高等学校で福祉の途  

を志し、介護福祉士の資格を取るために努  
力する福祉系高校ルートを排除すべきでは  

なく、むしろ多様な人材が確保されているこ  
とは利用者やその家族の視点からしても意  

義のあること。  

対人専門職として求められる人間性一  

倫理性の洒養のためには人生経験を  

積むべきであり、普通高等学校を卒業  
した後に2年以上の専門教育を受けて 、  

式験を受験する仕組みとするべき。  

【見直しの方向】   

すべての者について一定の教育プロセスや実務経験を経た後に国家試  

験を受験するという形で一元化を行い、資格全体のレベルアップを図る 。  

教育内容の充実  

I‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ l  

単．．．」土■鼻．．蔓几．．  1  

】  
l  

l  

l  

l  
養成施設ル・一ト  1  

1  

I  

■ ，‾‾‾ ‾‾ ‾‾’               l  国家試験  ＋  

1  1  1  1  1  l   

l  

l＿．＿＿●＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿●＿＿＿＿＿  

l   
l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾ l  

⊥！．．⊥．．＿，r・．！≠⊆．．．⊥⊥．．   ． ●  

教育内容の大幅な充実  福祉系高校ルート  
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［参考］すべての者について一定の教育プロセスや実務経験を経た後  

に国家試験を受験するという形での一元化  

国  家  式  験  

「‾－「 

－‥川－二  

実務線  

9か月以上  

－    － －一 一   」  介護鱒基新修  

（500時間）   
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養成施設ルートの見直し  

教育内容を充実した上で国家試験を受験  

見直しの方向  現 行  

1，800時間  

養成施設  

2年課程  
人間と社会  240時間  
介護  810時間  
実習  450時間  

1，650時間  

；こころとからだのしくみ 300時間  

＋ 国軍畢験  福祉系大学暮  

社会福祉士  

養成施設等卒   

1年課程  

1，080時間  
l   

I   

I   

I   

1   

1   

1   

1   

1   

1   

1   

l  

900時間  介護  570時間  
実習  360時間  

；こころとからだのしくみ 150時間  

＋ 翠家試験  1，155時間  ．
一
一
．
 
 

保育士  
養成施設等卒   

1年課程  

l‾‥‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‘‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

l  

：人間と社会  15時間  930時間  
介護  570時間  
実習  360時間  

：こころとからだのしくみ 210時間  
l＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿．．－ ＿．．＿ ＿ ＿ ＿．＿．＿ ＿＿ ＿ ＿＿ ● ＿＿＿ －＿＿ ＿ ＿ ＿－一，－－■ －■ ■ ■ ● ■ ■ ● 一 ●■ ■ ■ ■ ● －■ ■ ■ ■・－  
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実務経験ルートの見直し  

理論的・体系的に知識・技能を学ぶための新たな養成課程を賦課  

見直しの方向  現 行  

600時間＊1  実務経験3年   通常のルート  
l－－‾一●t●●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾  

l  

実務経験3年  人間と社会  60時間  
介護  330時間  

＊16月以上（通信課程の場合1年以上）の養成課程となる。；こころとからだのしくみ 210時間  ‾ ‾ ‥  ‾ ■ I ‾ ‾  ■ ’  ‾ ● ■  

＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿●＿●＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿－－－＿J  

国家試験＊3  

介護職員基礎  

研修ルート＊4  
な   し  実務経験一2年  

介護職員基礎研修＊2   ＊2 500時間の養成課程であるが、実務経験2年は   
介護職員基礎研修修了後のものに限られ、あらかじめ  
理論的・体系的に知識・技能を修得した上で実務経験2年を経るものであることに配慮。  

＊3 実技試験は免除されない。  
＊4 教育力リキュラムの見直しの実施に併せ、介護職員基礎研修の在り方（教育内容・教育時間）についても検討を  

行う。  
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［参考］介護職員基礎研修（基礎的な介護職業教育）の概要  

∴  

研修の目的・概要  

○これから介護職員として介護サービスに従事しようとす   

る者を対象とした基礎的な職業教育として、対人理解や   

対人援助の基本的な視点と理念、プロとして職務にあた   

るうえでの基本姿勢、基礎的な知識一枝術を習得させる   

とともに、今後、介護福祉士をめざしてより専門的な知   

識・技術を獲得していくための基盤を形成する。  

帽ごとに研修機関が到達度を評価。〕  
○ 利用者の状況やケアモデルの変化を踏まえ、利用者   

の尊厳を保持し、生活全体を支援する個別的ケアの提   

供、認知症高齢者へのケア、医療・看護との連携やチー   

ムケア、地域を基盤としたケアに関する内容を充実。  
実習（140時間）  

基礎理解とその展開（360時間）  

－講義・演習を一体的に実施－  
○これから就業するものが、ケアの理念の体得、技術習得   

できるよう、教育方法・時間数を拡充。  
2．制度・サービスの理解  生活支援の理念と尊厳  

華  
○講義と演習を一体的に展開。  

4．認知症の理解  嘩害と疾病の理解  

○各研修機関において受講者の知識の理解度、介護技術   

の習得度を評価？  6．生活支援の視点と生活  

援助技術  

∴  

R  

制  ○介護福祉士養成カリキュラムとの一定の整合性に配慮。  

8．介護におけるソーシャル  

ワーク  
」  

○受講しやすくするための柔軟な研修展開。  

10．介護職の倫理と職務  
○訪問介護員資格を保有する現任者等が受講する場合   

は、これまでの研修受講歴、実務経験等を十分に評価   

し、受講科目の免除等を行う。   
弓  

時間程度）に通信制を認める  

多様な人材  
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福祉系高校ルートの見直し  

① 実習時間数を拡充するなど教育内容を大幅に充実  

見直しの方向  現 行  

国家試験  高校3年  

高校3年＋  

専攻科1年  
1，800時間  1，19・0時間  

l－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●●‾‾●‾‾‾‾‾‾ r－一－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－一－－一－■－－－－－－一一・－●＋■■ ■●■■－■■■‾‾－●‾‾●‾‾‾‾‾‾‾  

l  

：実習210時間（＊1）の中で学校の裁量で実施  実習450時間…  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿ ＿＿．＿ ＿ ＿＿＿＿＿●●＿J   l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿一－－＿－－一－－－t  

＊1現場実習のほかに校内での知識・技能の修得に係る時間も含まれる。  

教育内容の充実に係る移行措置として、以下のルートも時限的に認める。（教育  
リキュラム及び資格取得体系の更なる見直しの検討の際に、廃止する方向で検討）  

国家試験＊4  
高校3年  

実務経験9月＊3  
高校3年＋  

専攻科1年  1，190時間  
1，190時間＊2  

を目安としつつ、教育力リキュラムの  
聞
直
の
は
 
時
見
後
に
 
0
た
業
的
 
 

9
え
卒
質
 
 

1
ま
校
実
 
 
 

おおむね  

直  

1  

を  

は  

検
に
間
 
 

を
の
年
 
 

し
も
1
 
 

務
 
 
 

討
 
 

0   

。なお、実務経験期間に参入されるのは1月の筆記試験の  実務経験  る
 
 の実務経験を要求しているもの。   ＊4 実技試験は免除さ   経験なので、  
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② 福祉系高校における教育内容の担保   

資格取得方法の一元化に当たっては、 一定水準以上の教育内容が担保さ  

れることが前提く，  
＿□＿   

単に教科目及び単位数を規定するのみならず、例えば教員要件、教科目  
の内容等について、同等の水準が制度的に担保されるように、新たに基準  
を課すとともに、．文部科学大臣及び厚生労働大臣の指導監督に服する仕組  
みとする。   

＊ 教員要件については、教育力リキュラムの見直しを踏まえ、養成施設の教員要件の見直  
高 校の教員要件についても検討。その際、高等学校  系  しを検討し、これを踏まえて福祉  

教諭の場合には教育職員免許が必須とされている等の仕組みの違いを踏まえ、必要に応  

じて所要の経過措置等に係る配慮を行う。  

見直しの方向  現 行  

教員  施
等
す
大
仕
 
 

要
 ＼

 
 

教育内容、教員要件、  
施設設備等について 、  

省令等で規定  

．
一
一
．
．
一
一
．
 
 
 

一
」
 
 

ヽ
l
l
 
 

し
 
 

つ  
養成施設ルート  省

に
監
 
 

令
 
 

ヽ
 
 服

 
 

－
－
 
 

■
■
＿
l
 
 

督
 
 
 

教科目t単位数のみ省  

令で規定  

教員要件、施設設備等  
については教育職員免  

許法等の体系で規定  

は
系
、
労
す
 
 
 

て
体
し
生
服
 
 
 

い
の
定
厚
に
 
 
 

つ
等
規
び
督
0
 
 
 

昭
雑
 
 

ヽ  

福祉系高校ルーl  
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の概要  員要件  おける教育時間・教   一福祉系高校に  養成施設  

養成施設ルート   福祉系高校ルート   

1，650時間   1，190時間  

総時間  （実習450時間）   （実習210時間（＊）の中で学校の裁量で実施）  

教育  ＊現場実習のほかに校内での知識・技能の修得に係る時間も含まれる。  

時間  専修学校についてはスクールアワー（50分又は45分）  スクールアワー（50分又は45分）  

1時間の取扱い  ＊文部事務次官通達で規定  ＊高等学校学習指導要領で規定   

実習については実時間  

○学生総定員80人までは3人の専任教員を置き、80人  
を超えて40人ごとに1人、200人を超えて50人ご  
とに1人の増とする。  

専任教員  ○うち2人以上は、介護福祉士、看護師等として5年以上  
の数  

実務に従事した者  

○うち1人以上は、大学院、大学、短期大学等においてお  
おむね3年以上の教歴を有する者   

以下のいずれかを満たす者  

暮大学院、大学、短期大学等の当該科目の担当教授、助教  
授又は講師（非常勤を含む。）  

社会福祉概論、  ・専修学校の専門課程の教員として当該科目を3年以上担  教科「福祉」の教員免許状取得者  

教員  
老人福祉論等の  当した者  

要件  一社会福祉主事養成機関、看護師養成所等の専任教員とし   
て当該科目を3年以上担当した者  

援助技術、介護理論・介護技術、社会福祉総合実習等）  
・大学院で当該科目に関する研究領域を専攻した看で修士  

又は博士の学位を有する者等等   

社会福祉援助技  社会福祉援助技術・社会福祉援助技術演習の専任教員の場  

［介護実習等の場合］        術・社会福祉援助  合は、社会福祉概論、老人福祉論等の担当教員に求められ  
実習の専任教員  る上記の要件に加え、介護教員講習会の受講が必要。   教科「福祉実習」の教員免許状取得者でも可  

介護概論、介護技  

i  i警芸定芸誓実習等  高等学校卒業後、介護福祉士、看護 
l   l  

医学一般等の  

担当教員  
教科「看護」の教員免許状取得者   

18  



［介護教員講習会について］  
1趣旨   

介護福祉士養成施設の専任の介護教員等に、主に介護に係る教育方法について学んでもらうこと  

により、介護教育の内容の充実・向上及び介護教員の養成確保を図るもの。  

介護福祉士養成施設において、「介護概論」、「介護技術」、「形態別介護技術」、「介護実習」、「介  
護実習指導」、「社会福祉援助技術」又は「社会福祉援助技術演習」を教授する専任教員になろう  
とする者  

基礎分野、専門基礎分野及び専門分野の3分野に区分して実施し、合計300時間程度  
（うち、基礎分野と介護に係る教育方法に係るものが240時間を占める。）  

＊ 基礎分野と専門基礎分野については、大学等において同等の科目を修めた場合には、当該科目は免除され  
るほか、看護教員養成講習会修了者の場合には、基礎分野と専門基礎分野のすべての科目が免除される等  

の措置が講じられている。  

分  男子   孝女  育  内  容   科  目   ‡⊂⊆    ＝＝＝    ＿事・   

専F■】ラ｝里予  介言牽こ寺高祉学   介護手苗祉学   30  

介言隻数育方法   介護教育方法   30  

学生．手旨導   学生手旨導・カウンセ リ ニ′グ   15  

実習手旨導方法   15  

介言隻数育三寅習   介護過程の展開方言去   15  

＝コ ミ ュニケーショ ン技術   15  

研究   研究方法   30   

合  計  150以」ニ   

時  間  数  教： 育  内  容  科  目  分  筆予  

■社会手菖祉学、 生ラ舌学、 人間関係論、   各30計60  
≠   以上  

しヽずれ力ヽ2科目以」二   
喜   ■    三    望．：  教育学、 教育方法、 教育′♭理及び教   計90以」二  

育言平イ面の4科目   
合  計  150以」二   

去⊆礎チ｝里予  介言   

専Pl】基礎  教   
分里芋  
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実技試験の取扱いの見直し  

見直しの方向  

実技試験は介護福祉士として必要な技能が一定の水準に達しているかどうか  

を問うもの。  」二＝」  

介護福祉士資格の取得方法の一元化に際して教育内容の充実が図られた後  

は、教育プロセスを経る中で必要な技能の獲得が担保されているものと考えるこ  
とができる。  ＿凸＿   

以下のルートについては、介護技術講習を修了しなくても、実技試験を免除す  
る取扱いとする。（これにより、介護技術講習の対象者は大幅に縮小。）   
■ 養成施設ルート  

・6月以上の養成課程が賦課された実務経験ルート  

・1，800時間の教育時間を確保した福祉系高校ルート  
20   



習制 ［参考1］介護技術講度（平成17年度～）  
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（3） 介護技術講習の実施者は、年度毎の実施届出書及び講習毎の実施報告書を厚生労働大臣   
（地方厚生局）に提出すること。  

3 施行日   
介護技術講習は平成17年4月から実施しており、介護福祉士試験の実技試験の免除については、   

平成18年に実施される介護福祉士試験から適用。  

度介護技術講習の実施状況等  
平成17年4月～12月   
35，570人  

34，468人  

年
 
 

7
一
二
数
‥
 
 

1
間
総
数
 
成
期
枠
者
 
平
施
講
了
 
 

）
実
受
修
 
考
・
・
・
 
 

平成18年度受講枠総数（平成18年3月31日現在）  58，984人   

21  



［参考2］介護技術講習制度の実施と国家試験の状況  

（社会福祉振興・試靴ンター調べ）  

平成17年（第17回試験）  平成18年（第18回試験）  

筆記試験  【■・．上…鞋  ‥．．・：怒  渕敵  

最終合格率  最終合格率  

団   （B／A）   団   （D／A）             （（eld）／a）   受鮨（人）  合格者（人）  筆記合格率  受鮨（人）  合格者（人）  実技合格率   贈者（人）  合格者（人）  筆記合格率  受鮨（人）  合格者（人）  実技合格率  実技免除者 四 団  全体合格率   四        団  （D仰   田  団  （b／a）  四  田  （d／c）   （dle腑＋e）  

実務紳者   82．183   44，093   53．了％  咽42   34．458   78朋   41．9％  120．了7ヰ   62．5了3   51．8％  43－714   3了，08g   84．鍋  18．721   89朋   46．2㌔   

NHK学園卒業生   2．361   1．81了   7了．肌   1，了92   1，372   了6、6l   5川   2．611   1．911   73．2覧   8摘   1調   9摘   68．了㌔   

福祉系高校卒業生   6．058   3．229   53．3篤   3．川   2，746   85．5篤   45．3馬   6冊   3，599   5川   川2   憫8   8用   †，相   92．3馬   49．7㌔  

田   90．882   耶9   54．2％  卵朋   38．576   78戯   42．β％  闇．冊   88脚   5川  朋．531   39，525   蝕9覧  21．385   89．乃   46戯   

（注）近年の実技試験の合格率の推移   

平成12年85．3％、平成13年79．9％、平成14年72．2％、平成15年79．1％、平成16年84．9％、平成17年78．8％  

平成17年は、初めて在宅福祉分野から出題   
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介護福祉士の資格取得方法の見直しの全体像   

凸   ☆‥実技試験有り。なお、介護技術講習修了者は、実技試験免除。  

〔見直しの方向〕  

介 護 福 祉 士 の 資 格（登録）  
‾T：＝＝ 「  

23   



その他の事項の見直し  
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通信課程  

現在、通信課程が置かれているのは、NHK学園等の高等学校専攻科5校にお  
ける2年間1，1ミ55時間の課程や高等学校1校における3年間1，190時間の課  
程のみ。  

＿□＿  

【見直しの方向】  
l■■■‾‾‾●●‾－‾‾‾‾●‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

福祉系高校ルート  実務経験ルート  
l●＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－一－－－・－－－－－－－  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－－－一－－－－一一－－－－－－－－－－一一－－●■●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾－‾‾‾‾●‾‾－ 
l●＿＿＿＿．＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿－●一■■一－一一－－  

＿．＿．＿．＿ － ＿ ＿ ＿＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿－ － ●■■■ － － －－ － － － － －・－ ●■ ● ● ■ ■ ‾‘‾ ‾ ● ‾ ● ‾ ‾ ‾ 一‾ －ヽ  

l  

○ 通信課程については、現行課程を基本的に   

維持しつつ、高等学校専攻科又は高等学校を   
卒業の後、実務経験9月を経た場合に国家試   
験の受験資格を認める 。  

＊ 実技試験は免除されない。   

○ 上記の取扱いは時限的に認めることとし 、   

教育力リキュラム及び資格取得体系の更なる   

見直しの検討の際に、通信課程の取扱いの在   
り方について検討を行う。  

新たに貝武課される養成課程は、  
現に就労している者が就学す  

る課程であることを踏まえ、  
働きつつ学べるように、養成  
課程としての指定を受けたも  

のに限り、通信課程を認める。  

（注）NHK学園専攻科社会福祉コースには、1学年2，500人前後が在籍している。平成17年度入学生でみると、  
10代が2．6％、20代が22．4％、30代が28．8％、40代が26．6％、50代が16．8％、60代以上が   
2．9％となっており、平均年齢は約38歳である。入学者の職業としては、介護関係業務に従事している者が   
約3分の1を占めているほか、ボランティア活動の経験がある者が約2分の1を占めている。  
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実務経験の範囲  

現在、実務経験の期間として認められるのは、特別養護老人ホーム等における  
介護職員としての経験等の限定列挙されたものに限られている。  

また、上記により限定列挙されたものに該当すれば、ボランティアとして従事し  
た場合にあっても、実務経験の期間として算入される取扱いとなっている。  

＿て⊂＝」  

【見直しの方向二】  

○ 実務経験として認められる範囲について、点検を行い、   

■ 認知症疾患治療病棟における経験  

・急性期医療機関における看護助手としての経験  

等も含めるかどうかについて検討を行う。  

○ ボランティアとして介護等の業務に従事した期間は、実務経験の期間として   

は認めないこととする。  
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実施時期の考え方  

薪弓噴弾≡≡享主 

・ 

6月以上の験資格なし 

：≡≡…≡≡≡芸≡≡≡ 
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今回の見直しの後の将来の検討  

＿＿＿－－●●－■一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－一－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－●●■一■‾‾‾1                                                                                                                                                                                                           1  

l  

「介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見直し等に関する検討会」報告書（2006年7月）抄  
l ：○ 介護について研究を推進し、エビデンスを蓄積するとともに、これを踏まえた教育内容を普及させ、  

養成の質の向上を図ることが重要である。  
l ：○ また、今回の新カリキュラム・シラバスの実施状況も踏まえつつ、その後、定期的に（例えば10年  

毎）その時点での直近の知見をもとにカリキュラム、シラバスの見直しを行う必要がある。  
I  

l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿－－－・－－－－－－－－－－一－－－－一一－－－－一一－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－●■■●－－－■‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

■－－－■一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－一一－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－●●●●－■‾－  

「介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見直し等に関する検討会」報告書（2006年7月） 抄  
○ 教育年限については、介護を必要とする者の多様なニーズに対応する観点から、3年制とすべきという  

：意見もあるが、現段階では将来的な課題とし、当面は2年制の中で教育時間を1，800時間程度まで増  
：やすことが現実的であると考えられる。  
○ なお、現状においても、教育内容を充実し3年制以上の養成課程としている養成施設もあるが、上記の  

… 充実後の1，800時間は最低の基準であり、より充実した教育への自主的な取組みは評価一推奨される竜  
：＿…生きも！往である旦……■＿＿……＿＿＿…＿…‖＿＿…＿＿＿＿＿＿…＿＿＿＿＿▼＿＿＿＿＿＿……＿…＿＿＿＿＿……＿＿▼＿＿＿…＿＿…‥＿■…■＿…▼…＿＿＿：  
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